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秋田市指定文化財の指定解除について

平成24年12月27日

文 化 振 興 室

次の物件について、秋田市指定文化財を指定解除することについて、秋田市文化

財保護審議会に諮問したところ、指定文化財を解除すべきであるとの答申があった

ため、秋田市指定文化財を指定解除しようとするものである。

１ 指定解除しようとする物件

山葡萄 １本

２ 文化財保護審議会における審議の概要

山葡萄は、これまで徐々に衰弱していたものが、平成24年４月３、４日の強風

により倒れて枯死したため、７月13日に開催した秋田市文化財保護審議会におい

て、指定文化財の滅失について審議を行った。その審議結果に基づき、11月27日

開催の審議会に、秋田市指定文化財の指定解除について諮問したところ、枯死し

て消滅してしまった文化財であることから、秋田市指定文化財を解除すべきであ

るとの答申がなされたものである。「山葡萄」の内容は以下のとおりである。

山葡萄は河辺岩見字杉沢台に所在する、樹齢250年以上の落葉つる性植物であ

る。庭園樹のサワラにからんでおり、根回り90㎝の巨木で、「菅江真澄遊覧記」

に記載されている樹木であることなどから、昭和63年12月１日に旧河辺町指定文

化財に指定されていた。

定例会資料：議案第23号
平成２４年１２月２７日
文 化 振 興 室
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秋田市指定文化財「山葡萄」について

１ 名 称 山葡萄

２ 種 別 記念物（天然記念物）

３ 指 定 年 月 日 昭和６３年１２月１日

４ 所 在 地 秋田市河辺岩見字杉沢台２５番地１

５ 所 有 者 石塚ハナ

６ 説 明 河辺岩見字杉沢台に所在する、樹齢250年以上の木

である。庭園樹のサワラにからんでおり、根回り90

㎝の巨木であり、菅江真澄遊覧記に記載されている
（註 １）

樹木である。

７ 指定解除理由 これまで徐々に衰弱していたものが、平成２４年４

月３、４日の強風により倒れて枯死したため。

註１ 文化８年（1811）、菅江真澄が岩見を訪れた際に、このやまぶどう

を見て「勝手の雄弓」に、「此村の石塚長兵衛か円生に大なる雁翅木

の一もとを、いはゆる白葡萄の纏ひかゝりて、その木の枝葉つゆも見

えさりき、ことなるうゑものにこそあなれ。」と記している。
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平成２１年９月撮影 平成２２年７月撮影

滅失状況

山葡萄







訪問校の「学校経営の重点」　　〔校長の経営説明から〕 　　　　　　　【訪問校３４校中】

１ 主体的な学びを促す授業づくり 34校

２ 地域性を活かした教育活動の推進 26校

３ 人間関係を築く力を育てるための学級づくり、集団づくり 22校

４ 体験活動の充実 21校

５ 体力の向上と健康の保持増進 17校

６ キャリア教育の推進 16校

７ 幼保・小・中、中・高が連携した教育活動の推進 14校

８ 人と人との絆づくりの推進 12校

９ 教職員の資質向上、校内研修の充実 10校

10 読書活動の推進 10校

11 学校評価の工夫・改善 9校

12 危機管理体制の再構築 8校

13 特別支援教育の充実 7校

14 各種関係機関との連携 7校

15 不登校問題への対応、教育相談の充実 7校

懇談における話題　【総数１８１　１校平均５～６】 　　　　　　　

①教科の指導方法 17

②学力向上の工夫 18

③基本的学習習慣の定着 9

④表現力の育成 8

⑤ＴＴ・少人数学習 7

２ 家庭・地域との連携について 22

３ 健康の保持増進・体力の向上について 15

４ 小中連携について（含：幼保小・中高・高大連携） 14

５ 食育推進、食物アレルギー対応 14

６ 特色ある教育活動・きらめきプランについて 12

７ いじめ・不登校、教育相談について 12

８ 読書活動の推進 12

9 防災教育の充実、児童生徒の安全確保 12

10 キャリア教育推進 進路指導 9

11

1 59

　○校舎の管理・環境整備(8)　　○部活動･スポ少(7)　　  ○道徳、心の教育(4)

　○フッ化物洗口(2)　　　　　　　　○就学援助の状況(2)　  ○多忙感解消(1)

学校数項目

項目 回数
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定例会資料・報告(1)

平成２４年１２月２７日

学 校 教 育 課

秋田市いじめ対策委員会について

１ いじめ対策委員会設置に対する考え方

(1) いじめ対策委員会の役割

・解決が困難ないじめ事案の発生に際し、学校への指導や保護者への対応につい

て、公正かつ客観的な立場から、教育委員会に対して指導助言を行う。

・教育委員会および学校におけるいじめ防止の取組等について指導助言を行う。

(2) 設置根拠および委員の構成

・教育委員会において要綱に基づき設置

・弁護士、医師、人権擁護委員、学識経験を有する者から５名を人選

(3) 開催頻度

年２回開催し、必要に応じて臨時に招集する。

(4) 経費

委員一人あたり１回 10,000円

２ いじめ対策委員会設置に向けたスケジュール

○関係部局との協議、人選 （11月）

○教育委員会での報告 （12月）

○第１回いじめ対策委員会の開催 （２月）
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秋田市いじめ対策委員会要綱（案）

平成24年 月 日

教 育 長 決 裁

（設置）

第１条 秋田市立学校および教育委員会におけるいじめ防止の取組、解決

の困難ないじめ事案が発生した際の対応等に関し公正かつ客観的な立場

からの意見を求めるため、秋田市いじめ対策委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議および提言を行う。

(1) いじめ防止の取組に関すること。

(2) いじめ事案の対応に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、いじめに関し必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員５

人以内をもって組織する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 人権擁護委員

(4) 学識経験を有する者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。

（委員の責務）

第５条 委員は、公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。

２ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。
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（会長および副会長）

第６条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第７条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会議は、原則として委員全員が出席しなければ会議を開くことができ

ない。

（参考人）

第８条 会長は、事案に応じ必要があると認めるときは、委員以外の者の

出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

（庶務）

第９条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

（委任）

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年 月 日から施行する。
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平成２４年度「新成人のつどい」の警備について

秋田中央警察署と連携し、新成人参加者約３,０００人の安全確保および「新成

人のつどい」事業の円滑な遂行を確保するための警備体制を整える。

１ 内容

(1) 会場周辺道路の交通整理・交通指導・警備

(2) 会場内の安全点検、確認および巡回

(3) 会場外の安全点検、確認、巡回および警備

(4) 開場前における新成人への指導、声かけおよび警備

２ 警備体制

市配置職員１１６人、交通指導隊・駐車場整理３２人

メインアリーナの職員配置は別図のとおり

３ 妨害行為への対応

(1) 妨害行為が発生した場合は、妨害者を職員が退場させ、警察へ引き渡し、

一時保護を依頼する。

(2) 発生時、職員だけでの対応が困難な場合は、警察に対応を依頼する。

(3) 被害届提出の有無を判断する（式典後、協議）。

(4) 現地警察責任者へ被害届提出の有無について連絡する。

※ 「新成人への案内状」や「広報あきた」等において、式典運営の妨げにな

る行為等を行った者に対し、法に基づき厳正に対処する旨を周知している。

定例会資料 ： 報告(２)
平成２４年１２月２７日
生 涯 学 習 室
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小学校通学路における緊急合同点検の結果について

本年４月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者が多数発生する痛ま

しい事故が相次いで発生したことから、文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が連携

し、早期に通学路の交通安全を確保することを目的として、関係機関による緊急合同点検

を全国的に行うこととした。

本市においては、平成２４年７月から８月にかけて、市立小学校の通学路について、教

育委員会、道路管理者、警察署、学校等が合同で、各学校の抽出した危険箇所を点検した。

１ 合同点検実施校 小学校２５校

２ 合同点検参加者 ３５３名（延べ人数）

３ 合同点検の結果

※「対策実施予定」とは、対策の実施時期が決まっているものをいう。

※「対策実施時期未定」とは、対策の実施時期を別途検討するものをいう。

４ 今後の取組について

今後は、道路管理者や警察から示された対策案が、着実かつ計画的に実施されるよう

関係機関と連携するとともに、引き続き学校、保護者、地域のボランティアなどの協力

を得ながら通学路の安全確保に努める。

文部科学省では、平成２５年度に「通学路安全対策アドバイザー」を全国の５００地

域に約２５０名を派遣し、専門的な見地からの指導や助言の下、安全対策を検討する予

定としている。

道路管理者

国道 県道 市道 小計

危 険 箇 所 数 93 4 21 68 93 － －

点 検 実 施 箇 所 数 93 4 21 68 93 － －

対 策 必 要 箇 所 数 93 4 21 68 93 － －

対 策 件 数 113 8 12 16 36 40 37

対 策 実 施 済 件 数 25 0 2 13 15 6 4

対 策 実 施 予 定 件 数 51 8 8 2 18 0 33

対策実施時期未定件数 37 0 2 1 3 34 0

合計 警察 学校等

定例会資料：その他

平成２４年１２月２７日

学 事 課
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【機関別対策】

ドライバーへの注意喚起（通学路標示） 3 2 5

通学路の変更 1 1 2

注意喚起と地域での見守り 30 30

計 4 33 0 37

対

策

実

施

予

定

対

策

実

施

済

合
計

対

策

実

施

時

期

未

定

《学校等》

１秋田市都市整備部交通政策課

２各小学校

歩道の設置 2 2

防護柵および防雪柵の設置 2 4 6

踏切の拡幅 1 1

道路改良工事等 1 3 4

縁石ブロックの設置等 2 2

歩道部分のカラー舗装化 1 1

路側帯の拡幅等(ドットライン) 1 2 3

警戒標識の改善等 1 1

道路側溝への蓋 1 1

カーブミラーやガードレールの修繕 3 3

路側帯の白線の引き直し 3 1 4

ドライバーへの注意喚起（路面標示等） 2 4 6

冬期間の除雪対応 2 2

計 15 18 3 36

対

策

実

施

時

期

未

定

合
計

改
善
関
係

新
設
関
係

修
繕
関
係

そ
の
他

対

策

実

施

済

対

策

実

施

予

定

　《道路管理者》

　１国道管理者
　　(国土交通省秋田河川国道事務所)
　２県道管理者（秋田県地域振興局）
　３市道管理者（秋田市建設部）

押しボタン信号機の設置等 8 8

歩行者用信号機の設置 1 1

横断歩道の設置 8 8

交通規制標識改善等 2 3 5

速度規制の見直し 1 1

信号機のＬＥＤ化 3 3

歩車分離信号機への変更 1 1

修
繕

停止線や横断歩道等白線の引き直し 2 6 8

ドライバーへの注意喚起（止まれ標示） 4 4

取締り巡回 1 1

6 0 34 40

合
計

対

策

実

施

済

対

策

実

施

予

定

対

策

実

施

時

期

未

定

計

新
設
関
係

改
善
関
係

そ
の
他

《警　　察》

　秋田県警察本部交通部交通規制課
　　・秋田中央警察署
　　・秋田臨港警察署
　　・秋田東警察署
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子
ど
も
読
書
活
動
体
験
事
業

1
月
9
日

水
9
:0
0
新
屋
図
書
館

絵
本
や
紙
芝
居
の
読
み
方
を
練
習
し
、
お
は
な
し
会
に
挑
戦
す
る
。

新
屋
図
書
館

子
ど
も
読
書
活
動
体
験
事
業

1
月
9
日

水
1
3
:3
0
新
屋
図
書
館

本
館
や
倉
庫
棟
の
児
童
コ
ー
ナ
ー
の
本
の
整
理
や
、
本
の
フ
ィ
ル
ム
カ

バ
ー
が
け
に
挑
戦
す
る
。

新
屋
図
書
館

作
っ
て
あ
そ
ぼ
う
工
作
会

1
月
1
2
日

土
1
1
:3
0
フ
ォ
ン
テ
文
庫

親
子
で
楽
し
く
工
作
づ
く
り

中
央
図
書
館
明
徳
館

秋
田
市
「
新
成
人
の
つ
ど
い
」

1
月
1
3
日

日
1
3
:0
0
市
立
体
育
館

式
典
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

生
涯
学
習
室

第
1
9
回
秋
田
市
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
冬
の
つ
ど

い
1
月
1
9
日

土
9
:0
0
太
平
山
ス
キ
ー
場
オ
ー
パ
ス
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
教
室
、
雪
上
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

パ
ン
ダ
の
え
ほ
ん
修
理
屋
さ
ん

1
月
1
9
日

土
1
0
:3
0
フ
ォ
ン
テ
文
庫

絵
本
の
修
理

中
央
図
書
館
明
徳
館

お
は
な
し
会

1
月
1
9
日

土
1
1
:0
0

1
4
:0
0
フ
ォ
ン
テ
文
庫

絵
本
や
紙
芝
居
な
ど
の
読
み
聞
か
せ

中
央
図
書
館
明
徳
館

親
子
で
楽
し
む
わ
ら
べ
う
た

1
月
2
2
日

火
1
1
:0
0
フ
ォ
ン
テ
文
庫

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
わ
ら
べ
う
た

中
央
図
書
館
明
徳
館

第
５
９
回
文
化
財
防
火
デ
ー
防
災
訓
練

1
月
2
5
日

金
9
:0
0
地
蔵
田
遺
跡
ほ
か

市
内
の
文
化
財
建
造
物
や
史
跡
な
ど
に
お
い
て
、
文
化
財
を
火
災
な
ど
の

災
害
か
ら
守
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
。

文
化
振
興
室

冬
の
朗
読
会
「
秋
田
の
作
家
を
読
む
」

1
月
2
6
日

土
1
0
:3
0
中
央
図
書
館
明
徳
館

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
朗
読
会

中
央
図
書
館
明
徳
館

美
術
館
講
座
「
ア
ー
ト
を
旅
す
る
」

1
月
2
6
日

土
1
4
:0
0
千
秋
美
術
館
講
堂

「
色
彩
の
不
思
議
な
世
界
－
名
画
を
め
ぐ
る
カ
ラ
フ
ル
な
旅
－
　
赤
」

千
秋
美
術
館

新
屋
図
書
館
ブ
ッ
ク
リ
サ
イ
ク
ル

1
月
2
7
日

日
1
0
:0
0
新
屋
図
書
館

保
存
期
限
の
過
ぎ
た
雑
誌
や
寄
贈
さ
れ
た
本
を
、
無
料
で
譲
渡
す
る
。

新
屋
図
書
館
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